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日本野球連盟

公益財団法人 日本学生野球協会

公益財団法人 全日本大学野球連盟

公益財団法人 日本高等学校野球連盟

公益財団法人 全日本軟式野球連盟
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野球用ヘルメット （捕手用を除く） のＳＧ基準改正、 及び

改正後のＳＧ基準を満たした顎ガードつきヘルメットの使用について

　

２０２１年６月 １５日に一般財団法人製品安全協会より、 野球及びソフトボール用ヘルメット

（捕手用除く） のＳＧ基準について、 顎ガードつきのヘルメットがＳＧ基準の適用範囲に追加さ

れ、 基準の内容が見直されたことが発表されました。

　

当委員会では、 ２０１９年３月 ８日付で 「打者用ヘルメットへのフェイスガ」ド取付け等の改

造禁止について」 の通知を発出しておりますが、 新たなＳＧ基準を満たした顎ガードつきヘルメ

ットについては、 このような不正な改造にあたるものではありませんので、 下記のとおり使用を

認めることをここに通知いたします。

記

■

　

使用を認める顎ガードつきヘルメット

　

＞

　

改正後のＳＧ基準を満たした顎ガードつきヘルメット

■ 注意事項

　

＞

　

改正後のＳＧ基準を満たした顎ガードつきヘルメットであっても、使用者等が不正な改造

　　　　

（仕様上認められていないにも関わらずパーツを勝手に付け替えるなど）をしていたり、

　　　

破損していたりする場合など、 安全性を欠く場合には使用できない。

　

＞

　

顎ガー ドをつけることは義務ではなく、 顎ガー ドのないヘルメ ット （ＳＧ基準を満たして

　　　

いるもの） も引き続き使用できる。

　

＞

　

既に使用・保有している顎ガードのないヘルメットに、 後から顎ガードを取り付けるこ

　　　

とは認められない。（ヘルメット本体の安全性が確認できないため）

　

＞

　

ヘルメットの使用にあたっては取扱説明書をよく読み、 その内容に従って使用・管理を

　　　

行うこと。特に、ヘルメットの耐用期間は３年であること、１度でも大きな衝撃を受けた

　　　

ヘルメット （顎ガード部分への衝撃を含む） を再度使用することは危険であること、 ヘ

　　　

ルメットは外部から受ける衝撃の軽減を図るものであり全ての傷害を防ぐものではない

　　　

ということを理解のうえ、 使用すること。

以上


